
わかやま元気シニア生きがいバンク
http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/

シニアバンクには教員、保育士、スポーツ指導員、各種技術者、書道、

写真、川柳、ものづくり、社交ダンス、語学、園芸、料理など、様々な知識・

経験、資格・技能をお持ちの高齢者の方がたくさん登録され、活動中です。

みんなの身近なバンクです。企業、社会福祉施設・

事業所、老人クラブ、ＮＰＯ、団体、地域、

学校等が実施するイベントや研修、学習会などに

ご活用ください。

老人クラブ

●高齢者交流サロンの運営

●健康づくり

●文化活動の指導

サークル活動団体

●ものづくりの講師

●技術講習会などの講師

●イベントでの託児（看護師、保育士）

●人権研修会の講師

●資格 ･技術を活かした作業

●自然保護活動

企　　　業

●施設利用者の文化活動

●生産活動における指導

●文化伝統芸能の公演

●介護等の補助

社会福祉施設・事業所

●高齢者交流サロンの指導

●児童の学習支援

●健康づくり催事などへの活用
　（レクリエーション指導）

●放課後児童クラブの昔遊び、ものづくり

●高齢者大学の講師

●イベントでの託児（看護師、保育士）

●外国人受け入れの通訳

●資格・技術を活かした作業・補助

●交通安全活動

市町村、市町村社会福祉協議会

●スポーツ大会の審判員やスポーツ活動
　の指導者

●文化活動の指導者、講演会講師

●料理教室の講師

和歌山県のシニアバンクを…ご活用ください

シニアバンクの活動依頼の仕組みは中面をご覧ください。

たとえば ! !

豊富な知識・経験や資格・技能を
地域などで活かし、社会参加して
みませんか

バンク登録者

募集中

⾼齢者の⽅が⻑年にわたり培った豊富な
知識・経験や資格・技能などを、地域の
様々なニーズや活性化のために積極的に活
⽤し、地域貢献を進めるとともに、⾼齢者
の⽅が社会参加活動を通して⽣きがいと健
康づくりを促進するため、『わかやま元気
シニア⽣きがいバンク』を設置しました。
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和歌⼭県⾼齢者⽣活⽀援室

☎ 073-441-2522

お問い合せ先（⼟⽇・祝⽇を除く、９時〜 17時まで）

ホームページ／ http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/
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社会福祉法人和歌⼭県社会福祉協議会わかやま元気シニア⽣きがいバンク

☎ 073-435-5214
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きっとあなたの活躍の
チャンスが広がります !!
『わかやま元気シニア生きがいバンク』とは？

自分が何かやりたいなぁ…と思っている元気な高齢者と「こんな

ことを手伝ってほしいな」、「技能を持っている人の助けを借りたい

なぁ」と思っている人たちとの間をつなぐもので、『わかやま元気

シニア生きがいバンク』を通じて、Ｗｅｂで公開します。シニアで

幅広く活動したいと思っている方に、その力を発揮できる場を提供

して、生きがいのある人生の実現に向けて、お手伝いします。

登録できる人
県内にお住まいのおおむね 60歳以上の方で、次の活動が

できる方。

また、これらの方で構成されるグループや団体。

こんな活動ができる方を募集します！
活動分野として、①福祉・介護、②スポーツ・健康づくり、

③学習・教養、④観光・交流、⑤パソコン・情報通信、

⑥趣味、⑦農業・園芸、⑧環境、⑨その他、

さまざまな活動ができる方を広く募集します。

たとえば、楽しい手品、介護予防体操、ニュースポーツ・

園芸・ダンス、昔ながらの遊び、各種講座など

活用できる人
県内に活動拠点を置く企業や団体など

※個人からの活動依頼は、お受けしませんので、

　あらかじめご了承ください。

こんな所で活動ができます
企業、社会福祉施設・事業所、老人クラブ、NPO,

市町村、市町村社会福祉協議会、学校など

Q1 	 資格や経験はありませんが、バンクに登録できますか。

A1 	 社会参加することに意欲がある方であれば、誰でも登録できます。

	 たとえば、高齢者社会福祉施設や地域でのボランティア活動を行いたい方
	 なども登録できます。

Q2 	 バンクに登録することで、就職のあっせんや紹介などをしてもらえるのですか。

A2 	 この事業は、生きがいバンクへの登録者についての情報を提供し、社会参加活動を進めるものであり、

登録者の派遣やあっせんを行っていませんので、あらかじめご了承ください。

Q3 　登録後に、登録の辞退や変更はできますか。

A3 　いつでも登録の辞退や変更を行うことができますので、事務局までご一報ください。

Q A&

①ホームページには登録者の活動内容や活動可能地域等を掲載しています。

②活動依頼者は、活用したい登録者やご希望を事務局（和歌山県社会福祉協議会）にご相談ください。

　＊活動依頼者情報（団体名、所在地、代表者、依頼内容等）を登録します。

③事務局は活動依頼者の連絡先などを登録者に連絡します。

④登録者と活動依頼者が、直接、連絡を取り合い、実施の可否、内容、謝金などの詳細を調整します。

わかやま元気シニア生きがいバンク

③活動依頼者の
　連絡先を提供

①登録

 ホームページ 　http://www.wakayamakenshakyo.or.jp/　 事務局 　和歌山県社会福祉協議会

②登録
（閲覧・照会）

登録者
県内在住の概ね 60歳以上の方

④連絡・調整

★登録者と活動依頼者が連絡を取り、
　日時、内容等を話し合う。

（注）「わかやま元気シニア生きがいバンク」には、社会参加活動を希望する高齢者の情報（希望する活動分野、活動内

容、自己ＰＲ等）と活動依頼者情報（団体名、所在地、代表者名、活動依頼内容等）を登録し、Ｗｅｂで公開します。

この事業は、生きがいバンク登録者についての情報提供をねらいとしたもので、活用を希望する団体等がＷｅｂで検

索し、バンク事務局を介して登録者に連絡を行う仕組みで、登録者の派遣や職業あっせんを行うものではありません。

また、登録をしていただいても、なかなか自分に合った活動依頼の連絡が入らない場合も考えられますが、そのとき

は少し気長にお待ちいただきたいと思います。なお、活動依頼者情報は、活動終了後は消去し、保有しません。

社会福祉法⼈　和歌山県社会福祉協議会　地域福祉部
わかやま元気シニア⽣きがいバンク
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 TEL 　０７３－４３５－５２１４　 FAX 　０７３－４３５－５２２１

郵送・ＦＡＸのあて先

◦ 登録方法や活用のお申し込みはこちら ◦

❸−１『登録申請書』あるいは『活動依頼書』のフォーマッ
トに必要事項を入力し、直接送信する。

　　または、
❸−２『登録申請書』あるいは『活動依頼書』をダウ

ンロードし、必要事項を記入し、「郵送または
FAX」で下記までお送りください。

インターネット環境がある方は、
『和歌山県社会福祉協議会』のホームページをアクセス

❶下記の『和歌⼭県社会福祉協議会』あて、電話連
絡等により『登録申請書』あるいは『活動依頼書』
の送付を依頼

※『登録申請書』『活動依頼書』は市町村高齢者担当課、又は
市町村社会福祉協議会にも配付しています。

❷『登録申請書』あるいは『活動依頼書』に、必要事項を
記入し、「郵送またはFAX」で下記までお送りください。

インターネット環境がない方は、

❶

❷

検　索和歌⼭県社会福祉協議会

わかやま元気シニア⽣きがいバンク
『登録・活用』

Click！

Click！

活動依頼者
企業・団体・市町村など


